
２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）（
人
事
課
）

１

一
般
職
の
県
職
員
の
退
職
手
当
の
改
定
等
に
鑑
み
、
知
事
等
の
退
職
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と

お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

知
事
　
〇
・
六
二
　→

　
〇
・
五
二

（二）

副
知
事
　
〇
・
四
五
　→

　
〇
・
三
八

（三）

教
育
長
　
〇
・
二
七
　→

　
〇
・
二
三

（四）

常
勤
監
査
委
員
　
〇
・
一
四
　→

　
〇
・
一
二

（五）

公
営
企
業
管
理
者
　
〇
・
二
八
　→

　
〇
・
二
四

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

地
方
自
治
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
者
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）（
議
会
）

１

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
実
費
弁
償
の
支
給
対
象
者
に
、
次
の
者
を
加
え
る
こ
と
と
し

た
。

（一）

本
会
議
で
の
公
聴
会
に
参
加
し
た
利
害
関
係
人
等

（二）

議
会
の
求
め
に
応
じ
て
本
会
議
に
出
頭
し
た
参
考
人

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
）（
消
費
生
活

安
全
課
）

１

地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失
効
期
日
を
平

成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）

（
長
寿
社
会
課
）

１

介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失
効
期

日
を
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
）

（
長
寿
社
会
課
）

１

介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
交
付
金
等
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失
効

期
日
を
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
知
事
、
副
知
事
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
…
…
…
…
二

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
…
…
…
…
三

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
地
方
自
治
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
者
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
条
例
の
一
…
…
…
…
三

部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
高
校
生
修
学
支
援
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
立
産
業
展
示
交
流
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
六

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
知
事
、
副
知
事
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
号
）（
人
事
課
）

１
　
知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
を
減
額
す
る
た
め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

知
事
の
給
料
月
額
を
十
分
の
三
減
額
し
て
い
る
現
行
の
措
置
に
加
え
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一

日
か
ら
六
月
間
、
十
分
の
三
を
減
額
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

副
知
事
の
給
料
月
額
を
百
分
の
七
減
額
し
て
い
る
現
行
の
措
置
に
加
え
、
平
成
二
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
三
月
間
、
十
分
の
一
を
減
額
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

三
月
十
三
日

号
外
第
十
四
号

水　曜　日



２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
号
）（
児
童
家
庭
課
）

１

子
ど
も
を
安
心
し
て
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
事
業
を
円
滑
に
実
施
す
る

た
め
、
基
金
の
対
象
事
業
に
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
新
た
な
業
務
を
円
滑
に
実
施
す
る
た

め
の
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
十
号
）（
児
童
家
庭
課
）

１

社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失

効
期
日
を
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
一
号
）

（
障
害
福
祉
課
）

１

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失
効
期

日
を
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
二
号
）（
障

害
福
祉
課
）

１

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失
効
期
日
を
平
成
二

十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
三
号
）

（
医
務
課
）

１

医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失
効
期
日
を

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
四
号
）

（
労
政
雇
用
課
）

１

緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
等
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

（一）

介
護
を
担
う
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
の
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
、
基
金
の
設
置
の
目

的
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

条
例
の
失
効
期
日
を
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
改

め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
高
校
生
修
学
支
援
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
五
号
）（
私
学
文

書
課
）

１

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
限
度
額
の
加
算
に
係
る
新
た
な
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た

め
の
特
例
の
措
置
に
係
る
事
業
（
特
例
措
置
事
業
）
を
行
う
た
め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
限
り
、
基
金
は
、
特
例
措
置
事
業
に
必
要
な
経
費

の
財
源
に
充
て
る
場
合
も
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

特
例
措
置
事
業
は
、
他
の
基
金
事
業
と
区
分
し
て
経
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（三）

特
例
措
置
事
業
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
精
算
し
、

残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納
付
す
る

こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
立
産
業
展
示
交
流
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
六
号
）

（
産
業
政
策
課
）

１

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
山
梨
事
務
所
の
用
に
供
す
る
た
め
、
県
立
産
業
展
示
交
流
館

の
小
会
議
室
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
知
事
、
副
知
事
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
号

山
梨
県
知
事
、
副
知
事
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
知
事
、
副
知
事
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
知
事
、
副
知
事
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
前
項
」
を
「
附
則
第
十
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
四

項
と
し
、
附
則
第
十
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

二



１１

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
知
事
の
給
料
月
額
は
、

第
二
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
二
十
五
万
円
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
ず
べ
き

額
及
び
百
二
十
五
万
円
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

１２

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
知
事
の
給
料
月
額
は
、

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
二
十
五
万
円
か
ら
百
二
十
五
万
円
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る

額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

１３

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
副
知
事
の
給
料
月
額
は
、

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
九
十
六
万
円
か
ら
九
十
六
万
円
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
項
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
五
年
七
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
」
に
改
め
、
同
項

中
「
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
附
則
に
次

の
三
項
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
五
年
四
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
例
）

７

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
一
条
中
「
別
表

の
給
料
の
表
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
の
給
料
の
表
並
び
に
附
則
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
」
と
、

「
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
条
例
附
則

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
ず
べ
き
額
の
合
計
額
」
と
、「
百
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
条
例
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
減
ず
べ
き
額

の
合
計
額
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
五
年
七
月
に
お
け
る
特
例
）

８

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
一
条
中
「
別
表
の

給
料
の
表
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
の
給
料
の
表
及
び
附
則
第
十
一
項
」
と
、「
百
分
の
十
を
乗
じ

て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に

よ
り
減
ず
べ
き
額
の
合
計
額
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
五
年
八
月
及
び
同
年
九
月
に
お
け
る
特
例
）

９

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
一
条
中
「
別
表

の
給
料
の
表
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
の
給
料
の
表
及
び
附
則
第
十
二
項
」
と
、「
百
分
の
十
を
乗

じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
条
例
附
則
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
減
ず
べ
き
額
の
合
計
額
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
号

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
六
十
二
」
を
「
百
分
の
五
十
二
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
百
分
の
四
十
五
」
を
「
百
分
の
三
十
八
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
二
十
八
」
を
「
百

分
の
二
十
四
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
十
四
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
百
分
の
二
十
七
」
を
「
百
分
の
二
十
三
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
方
自
治
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
者
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
号

地
方
自
治
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
者
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

地
方
自
治
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
者
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
三
年

山
梨
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
」
を
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
条
第
一
項
後
段
」

に
、「
第
百
九
条
第
五
項
、
第
百
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
百
十
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
二

第
二
項
（
同
法
第
百
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
百
九
条
第
四
項
、

第
百
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
百
十
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
百
九
条
第

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

三



五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
六
号

山
梨
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
七
号

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。附

　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
八
号

山
梨
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
九
号

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
新
た
な
業
務
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
事
業

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
十
号

山
梨
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

四



山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
十
一
号

山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
十
二
号

山
梨
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
、
次
に
掲
げ
る
事
業
」
を
削
り
、
同
項
各

号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

附
則
第
三
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
十
三
号

山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
十
四
号

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
と
と
も
に
、」
の
下
に
「
介
護
を
担
う
人
材
の
確
保
を
図
り
、
併
せ
て
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
高
校
生
修
学
支
援
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
十
五
号

山
梨
県
高
校
生
修
学
支
援
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
高
校
生
修
学
支
援
等
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（
処
分
の
特
例
等
）

３

平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
に
限
り
、
第
六
条
中
「
た
め
に
」
と
あ
る
の
は
、「
た

め
又
は
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
限
度
額
の
加
算
に
係
る
制
度
（
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
新
制
度
」
と

い
う
。）
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
に
」
と
す
る
。

４

新
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
の
事
業
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
業
に
係
る
経
理

と
区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

五



５

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
事
業
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月

三
十
一
日
に
お
い
て
精
算
し
、
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計

上
し
て
、
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
立
産
業
展
示
交
流
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
十
六
号

山
梨
県
立
産
業
展
示
交
流
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
立
産
業
展
示
交
流
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

単
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
準
額

利
用
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
、
〇
四
〇
円

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日

六


